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改正後（新） 改正前（旧） 

 

（別添２） 

 

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る 

利用者負担額軽減制度事業実施要綱 

 

１ 目的 

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険

サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんが

み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を

図ることを目的とするものである。 

 

２ 実施主体 

（略） 

 

３ 実施方法 

（１） （略） 

 

 

（２） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（別添２） 

 

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る 

利用者負担額軽減制度事業実施要綱 

 

１ 目的 

低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行

う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減

することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする

ものである。 

 

２ 実施主体 

市町村 

 

３ 実施方法 

（１）利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介

護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事

及び保険者たる市町村の長に対してその旨の申出を行う。 

（２）軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入

所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多

機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護

福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防

短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模

多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費（滞在費）

及び宿泊費に係る利用者負担額とする。 

別添１ 
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（３）軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全

てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総

合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者及び生活保護

受給者とする。 

① 年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５

０万円を加算した額以下であること。 

② 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごと

に１００万円を加算した額以下であること。 

③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

⑤ 介護保険料を滞納していないこと。 

（４）市町村は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか決定

した上で、確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等

は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用

料の軽減を行う。 

なお、旧措置入所者で利用者負担割合が５％以下の者については、

軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負

担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、

個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。 

（５）軽減の程度は、利用者負担の４分の１（老齢福祉年金受給者は２分

の１）を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利

用者負担等を総合的に勘案して、市町村が個別に決定し、確認証に記 

特に指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設

においては、平成１７年１０月より食費及び居住費について介護保険

の給付の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者

負担を含めて軽減を行うものとする。 

（３）軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の要件の全て

を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合

的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者とする。 

 

① 年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５

０万円を加算した額以下であること。 

② 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごと

に１００万円を加算した額以下であること。 

③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 

④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

⑤ 介護保険料を滞納していないこと。 

（４）市町村は、原則として、利用者の申請に基づき対象者であるか決定

した上で、確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等

は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用

料の軽減を行う。 

なお、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が５％以

下の者については、軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用

者負担割合が５％以下の者であってもユニット型個室の居住費に係

る利用者負担額については軽減の対象とする。 

（５）軽減の程度は、利用者負担の４分の１（老齢福祉年金受給者は２分

の１）を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利

用者負担等を総合的に勘案して、市町村が個別に決定し、確認証に記 
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載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担

の全額とする。 

（６） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 留意事項 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

載するものとする。 

 

（６）市町村による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽

減した総額（助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係る

ものに限る。）のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入（軽

減対象となるものに限る。）に対する一定割合（おおむね１％）を超

えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その２分の１を基本

としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。 

なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設

に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額の

うち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する

割合が１０％を超える部分について、全額を助成措置の対象とするも

のとする。 

なお、この助成額の算定については、事業所（施設）を単位として

行うこととする。 

 

４ 留意事項 

（１）別添１の事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用

を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等によ

る利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。 

（２）介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービ

ス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防

サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用

をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うも

のとする。 

その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用 
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関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福

祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第二段階

の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の

見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることにな

ることから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減

の対象としないこととして差し支えない。 

また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入

所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サ

ービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担

額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。 

（３）事業主体については、この取扱いが、あくまで事業主体に負担を求

めるものであることから、市町村又は社会福祉法人が実施することが

基本であるが、市町村内に介護保険サービスを提供する社会福祉法人

が存在していない地域等においては、当該市町村の判断により、社会

福祉事業を経営する他の事業主体においても利用者負担の軽減を行

い得るものとする。なお、その場合には、都道府県と協議するものと

する。 

（４）平成１７年１０月より居住費・食費については介護保険の給付の対

象外とされたことから、低所得者に対する十分な配慮が不可欠となっ

ている。したがって、本事業は、すべての市町村において実施するこ

とが必要となるものであり、市町村は、指定地域密着型介護老人福祉

施設及び指定介護老人福祉施設について、全ての社会福祉法人がこの

事業に基づく軽減制度を実施するよう働きかけるものとする。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 平成２１年４月の介護報酬改定に伴う特例措置 

（１）目的 

平成２１年４月の介護報酬改定（以下「報酬改定」という。）は、

介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定

に伴い、利用料も上昇することとなる。このため、本事業に基づく対

象者について経過措置として、３（５）の軽減の程度を拡大すること

により、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。 

（２）実施方法等 

①本経過措置の対象 

３（２）中法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜

間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービ

ス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介

護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介

護に係る利用者負担額とする。 

②軽減の程度 

３（５）中「４分の１」とあるのは、「２８％」と、「２分の１」と

あるのは「５３％」と読み替えることとする。 

（３）実施期間 

平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までとする。 

 

※ お示しした案は現段階の案であり、今後変更があり得る。 

 


